
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
（
交
通
規
制
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

信
号
機
の
基
準
に
つ
い
て
歩
行
者
等
支
援
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
（
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
）
が
信
号
機
に

含
ま
れ
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

第
二
条
第
一
号
イ
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
当
該
表
示
を
開
始
し
た
こ
と
又
は
当
該
表
示
を

継
続
し
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
情
報
を
当
該
視
覚
障
害
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
に
送

信
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

三 

施
行
期
日 

 

令
和
三
年
四
月
一
日 


